


産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

代表取締役社長

↓

各部門長（土木本部部長 及び  建築本部部長）

↓

各現場（現場代理人 又は 主任技術者・監理技術者等 担当者）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度（　 5 年度）実績】 ※ 別紙１のとおり

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】 ※ 別紙２のとおり

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の分別に関する事項

引き続き、
・各現場で発生する廃棄物は、産業廃棄物保管場所である旨を掲示され
ている場所に、廃棄物が混ざらない様 種類別に分別をする。

・工事により発生した廃棄物は、種類ごとに分別をし、自社又は
　許可を受けた収集運搬会社が処分会社へ処理を委託する。
・収集運搬会社及び処分委託会社との契約は、各現場毎に
　建設廃棄物処理委託契約書等により予め行っておく
・廃棄物の持ち込みには、産業廃棄物管理票（マニフェスト）
　を発行し、照合確認を行う。

②計画

産業廃棄物の種類_

排 出 量_

引き続き、
・工事により発生する廃棄物は、種類ごとに分別をし、自社又は
　許可を受けた収集運搬会社が処分会社へ処理を委託する。
・収集運搬会社及び処分委託会社との契約は、各現場毎に
　建設廃棄物処理委託契約書等により予め行っておく
・廃棄物の持ち込みには、産業廃棄物管理票（マニフェスト）
　を発行し、照合確認を行う。

①現状

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

・各現場で発生した廃棄物は、産業廃棄物保管場所である旨を掲示され
ている場所に、廃棄物が混ざらない様 種類別に分別をしている。

②計画

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

（第２面）

①現状

産業廃棄物の種類_

排 出 量_



自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度（　 5 年度）実績】

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度（　 5 年度）実績】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

②計画

産業廃棄物の種類_

自 ら 熱 回 収 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

自ら中間処理により減量する
産 業 廃 棄 物 の 量

②計画

産業廃棄物の種類_

自ら再生利用を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

①現状

産業廃棄物の種類_

自ら熱回収を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

自ら中間処理により減量した
産 業 廃 棄 物 の 量

（第３面）

①現状

産業廃棄物の種類_

自ら再生利用を行った
産 業 廃 棄 物 の 量



自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度（　 5 年度）実績】

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度（　 5 年度）実績】 ※ 別紙１のとおり

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

産 業 廃 棄 物 の 種 類

自 ら 埋 立 処 分 又 は
海洋投入処分を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

（第４面）

①現状

産業廃棄物の種類_

①現状

産業廃棄物の種類_

全 処 理 委 託 量_

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

再生利用業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

・工事により発生した廃棄物は、種類ごとに分別をし、自社又は
　許可を受けた収集運搬会社が処分会社へ処理を委託する。
・収集運搬会社及び処分委託会社との契約は、各現場毎に
　建設廃棄物処理委託契約書等により予め行っておく
・廃棄物の持ち込みには、産業廃棄物管理票（マニフェスト）
　を発行し、照合確認を行う。

自 ら 埋 立 処 分 又 は
海洋投入処分を行った
産 業 廃 棄 物 の 量



【目標】 ※ 別紙２のとおり

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

引き続き、
・工事により発生する廃棄物は、種類ごとに分別をし、自社又は
　許可を受けた収集運搬会社が処分会社へ処理を委託する。
・収集運搬会社及び処分委託会社との契約は、各現場毎に
　建設廃棄物処理委託契約書等により予め行っておく
・廃棄物の持ち込みには、産業廃棄物管理票（マニフェスト）
　を発行し、照合確認を行う。

※事務処理欄

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

（第５面）

②計画

産業廃棄物の種類_

全 処 理 委 託 量_

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

再生利用業者への
処 理 委 託 量






